
 

被災地への義援金につて 
 
 被災地への義援金は、中央共同募金会、日本赤十字社において受け付けています。 
 
 皆さまの温かいご協力をお願いいたします。 
 
 
１． 義援金受付について 

 
 

受付期間 平成２３年３月１４日～平成２４年 9 月３０日 

送金先 

① 中央共同募金会（詳細はこちら）中央共同募金会ホームページ http://www.akaihane.or.jp 
 

② 日本赤十字社(詳細はこちら)  日本赤十字社ホームページ http://www.jrc.or.jp 
 

送金状況 最新の義援金額、送金状況は、上記ホームページをご参照ください 

 
 

http://www.akaihane.or.jp/
http://www.jrc.or.jp/


①申請 ②配分申請③配分申請

④送金 ⑤送金 ⑥送金 

 

 

２．日本大震災義援金の流れについて 
 
 
 
 
 
 
 
           

          
   

 
 

 
 

 

 
 
              
               
 
 
※１ 義援金配分割合決定委員会の構成 

さわやか福祉財団理事長を会長とし、学識経験者、義援金受付団体、被災都道府県の代表者２２名で構成されています。 

※２ 義援金配分委員会（千葉県）の構成 

  千葉県（健康福祉部、防災危機管理監）、千葉県市町村長会、千葉日報社、日赤千葉県支部、千葉県共同募金会、県社協、 

ＮＨＫ、Ｂａｙ ｆｍの各代表者９名で構成されています。

個人・法人の皆さまの 

  義援金（寄付） 

被災地市町村行政 

① 被災状況を確認し、都道府県行

政へ配分申請します。 

② 義援金配分委員会で決定され

た配分方法に基づき、各市町村

が被災者の皆様へ配分します。

被
災
者
の
皆
さ
ま 

日赤本社 

中央共同募金会 

※日赤・中央共同募金会の合

同で、寄せられた義援金を

申請額に基づき送金しま

す。

被災都道府県行政 

① 日赤・共募などの義援金団

体へ配分申請します。 

② 義援金団体から配分され

た金額を被災市町村へ送

金します。 

義援金配分割合 

  決 定 委 員 会(※1) 

集められた義援金を被災した都道府

県にどのように配分するかを決定し

ます。 

(事務局：厚生労働省) 

義援金配分委員会(※2) 

配分割合決定委員会で示された配分

の考え方に基づき、配分された義援

金を、各都道府県の状況に応じ、ど

のように配分するかを決定します。 

(被災都道府県行政が設置) 

全国の日赤・共同募金会な

どの義援金受付団体 



● 義援金配分割合決定委員会で決定された配分基準 

死亡・行方不明者 ３５万円（１人あたり） 

住宅全壊（全焼） ３５万円（１世帯あたり）

住宅半壊（半焼） １８万円（１人あたり） 

原発避難指示等 ３５万円（１世帯あたり）

 現在、第３次配分が行われています。基本的には上記の配分基準に基づき配分されてい

ますが、10 月以降の義援金については、各自治体の状況を考慮し、震災孤児、遺児の被災

者支援基金に積立て配付するなど、効果的に活用することとなっております。 

● 全国から日赤、共同募金会等へ寄せられた義援金額：３，４９３億円(3/2 現在) 

配分状況：３，４６６億円（99％）が、被災都道府県に日本赤十字社等から送金 

市原市内で寄せられた義援金額：２３，７１３，７９９円（1/31 現在) 

 

● 千葉県の義援金配分状況 （２月１７日現在） 

義援金受入額：９１億５２９４万３６１８円 

日本赤十字社等からの配分：７４億４６５７万８５８０円 

千葉県災害義援金     ：１７億６３６万５０３８円 

義援金配分額：７７億４３７３万円 

千葉県の場合、義援金配分割合決定委員会で決定された配分基準額と、千葉県災害義援金の上乗せ額

をあわせて、下記の対象者へ配分しております。 

  

 

対象者 

配分金 

（第１次配分/第２次配分合計） 

対象数 合 計 

死亡者 １００万円（50 万円×２回） 25 人 ２５００万円

行方不明者 １００万円（50 万円×２回） 5 人 ５００万円

重症者 ５０万円（１０万円/４０万円） 24 人 １２００万円

全 壊 １００万円（50 万円×２回） １，２５９世帯 １２億５９００万円

半 壊 ５０万円（20 万円/30 万円） １０，３７５世帯 ５１億 8７５０万円

一部損傷 １万５千円（県災害義援金のみ） ８３，６８２世帯 １２億５５２３万円


